
多目的広場基本使用料 ～令和８年３月31日まで 多目的広場基本使用料(改定後）令和８年４月１日～

※市内に住所を有しない個人または市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は、基本料金の１．５倍となります。

※市内に住所を有しない個人または市内に事務所若しくは事業所を有しない法人が利用する場合は、基本料金の１．５倍となります。
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多目的広場附属設備使用料 ～令和８年３月31日まで 多目的広場附属設備使用料(改定後）令和８年４月１日～

ラグビー器具 1面
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区分

電源 １kw
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サッカー器具 1面
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テント 1張

70

70机 1個

椅子 1脚

手動式得点掲示器 １個


